
青山霊園を使用中の皆様へ

　例えば・・・

この制度の利用に必要な主な要件は次のとおりです。

① 霊園使用者が印鑑登録証明書を添付しての法律行為（契約）が可能であること。
② 霊園使用者が故人となっている場合は、事前に承継手続き（名義変更）を完了できること。
③ この制度の利用に関して、親族等で争いがないこと。
④ 墓所返還後に生じる新たな埋蔵者の埋蔵制限を了承できること（立体・合葬式墓地へ移転の場合のみ。詳しい内容はお問合せ下さい。）。

この制度の利用を希望される場合の流れは、次のとおりです。

① 『東京都東部公園緑地事務所 工事課 霊園再生担当（電話：03-3821-6966）』に申し込んでください（電話で結構です。）。
② 受付番号を交付します（郵送で受付確認票をお送りします。）。
③ 最終的に墓所返還特例制度の対象墓所となった場合、原則として受付番号順に契約を締結します。
④ 墓石等撤去工事を行い遺骨を取上げ、立体・合葬式墓地へ埋蔵するか、遺骨を引き渡します。

◎ 問合せ先

・承継手続き（名義変更）に関する詳しいことは、お使いの霊園管理所またはお近くの霊園管理所等へ問合せ願います。

※ この制度の利用を希望される方が非常に多いため、申込みから実際の工事着手まで相当期間お待ちいただくことを了承願います。

参考：青山霊園立体式墓地（青山霊園立体式墓地を希望する場合の移転先は写真の墓所と別になります。）

〒110-0007　東京都台東区上野公園７－４７
東京都東部公園緑地事務所　工事課　霊園再生担当
電話 ０３－３８２１－６９６６（平日のみ）
Fax ０３－３８２４－３８４４ 平成２３年８月現在

　この制度は青山霊園再生事業として行っているもので、使用墓所の返還をする場合に使用者の自己負担なく墓石等の撤去工事と埋葬遺
骨の取上げを東京都が代行するとともに、規定に従い「祭し補償料」と「移転雑費補償料」とをお支払いする制度です。平成２５年度まで実
施の予定です。

・墓所返還特例制度に関する詳しいことは、
　『東京都東部公園緑地事務所　工事課　霊園再生担当（電話：03-3821-6966）』まで問合せ願います。

遠くに住んでいるので
墓参もままならず、管
理も行き届かない･･･

　地上部の家名表示板

 献花台

 共用の墓誌

埋蔵者のうち、
墓籍簿（過去
帳）により特定
できる個人名の
み刻字します。

現在使用中の墓所を、青山霊園立体式墓
地、多磨霊園合葬式墓地または小平霊園合
葬式墓地に無償変更することができます。
　変更後は埋蔵者の氏名を供用墓誌に刻む
ことができ、管理料も不用になります。

寺院墓地や都営霊園以外の霊園等に新たな墓所を
用意していただければ、埋葬遺骨の引き渡しまでを
東京都が無償で代行します。

自分の代が終わると継ぐ
者がいないので、無縁に
なるのが心配だ･･･

埋葬者が遠縁で、子ども
に墓守を引き継がせたく
ない･･･

過去の経緯で墓守を引
き継いだが、埋葬者のこ
とは一切不明なのでこれ
以上の墓守が負担だ･･･

東京から離れた場所に居
住しているので、墓を自宅
近くに移したいが、撤去費
用が負担だ･･･

地上部の家名表示板

地上部への埋蔵を希望される場合
は、当初20年間だけ家名表示板の後
ろにある個室に埋蔵されます。

　地下部共同埋蔵室　　この地下には、皆様で使っ
ていただく共同埋蔵室（言わば、大広間）がありま
す。地上部の使用の有無に関わらず、最終的にはこ
ちらに埋蔵されることとなります。


